
2016/9/27

1

環境論 講義資料19
温暖化問題

松本 茂

t71092@aoyamagakuin.jp
http://www1.kamakuranet.ne.jp/shigeru‐matsumoto/

温暖化問題

温暖化のメカニズム

出展： 東京大学 大気海洋研究所

 温暖化懐疑論批判（ビデオ）

1. そもそも地球は温暖化しているの？

2. 温暖化の原因はCO2なの？

 IPCCのCO2温暖化起因説の理由

 自然起源強制力のみを与えた大気大循環モデルによる気候モ
デル計算では観測された気温上昇が再現できないが、人為起
源強制力を加えると再現できる。

地球温暖化問題
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 20世紀半ば以降に
観測された世界平
均気温の上昇のほと
んどは、人為起源の
温室効果ガス濃度
の観測された増加に
よってもたらされた可
能性が非常に高い。
7 過去50年にわたっ
て、各大陸において
（南極大陸を除く）、
大陸平均すると、人
為起源の顕著な温
暖化が起こった可能
性が高い

IPCC第4次評価報告書より

 温室効果ガスの排出が現在以上の速度で増加し続けた場合、21世紀
にはさらなる温暖化がもたらされ、世界の気候システムに多くの変化が
引き起こされるであろう。その規模は20世紀に観測されたものより大き
くなる可能性が非常に高い

IPCC第4次評価報告書より

温暖化対策の難しさ
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地球温暖化問題の特色
どうして対策が難しいのか。

 不確実性
 温室効果ガスの影響、被害の定量的把握

 越境性
 国家間を跨ぐ環境問題

 非地域性
 被害程度は、温室ガスの発生場所に依存しない。

 衡平性
 共通だが差異ある責任原則

 世代性
 被害を受けるのは将来世代

経済発展と衡平性
途上国と先進国の責務
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経済成長と二酸化炭素排出
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二酸化炭素(CO2)排出量‐‐IEA 2008年
順位 国名 単位：百万トン シェア
1 China 6508.24 22.15%
2 United States 5595.92 19.05%
3 Russian Federation 1593.83 5.42%
4 India 1427.63 4.86%
5 Japan 1151.14 3.92%
6 Germany 803.85 2.74%
7 Canada 550.9 1.87%
8 United Kingdom 510.62 1.74%
9 Iran Islamic Rep. 505.01 1.72%
10 Korea Rep. 501.26 1.71%
11 Italy 430.1 1.46%
12 Mexico 408.29 1.39%
13 Australia 397.54 1.35%
14 Saudi Arabia 389.15 1.32%
15 Indonesia 385.37 1.31%
16 France 368.22 1.25%
17 Brazil 364.6 1.24%
18 South Africa 337.42 1.15%
19 Spain 317.62 1.08%
20 Ukraine 309.57 1.05%
999 世界計 29381.43
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人口１人当たり二酸化炭素(CO2)排出量‐‐IEA 2008年

順位 国名 単位：トン/人

1 Qatar 42.08
2 United Arab Emirates 32.77
3 Bahrain 29.07
4 Trinidad and Tobago 28.37
5 Kuwait 25.47
6 Netherlands Antilles 22.91
7 Luxembourg 21.26
8 Brunei Darussalam 18.87
9 Australia 18.47
10 United States 18.37
11 Gibraltar 17.33
12 Canada 16.53
13 Saudi Arabia 15.78
14 Estonia 13.13
15 Kazakhstan 12.86
16 Oman 12.53
17 Taiwan 11.53
18 Russian Federation 11.24
19 Czech Republic 11.2
20 Netherlands 10.81
29 Japan 9.01
60 China 4.9
999 世界計 4.39

GDP当たり二酸化炭素(CO2)排出量‐‐IEA （単位：kg / US$）

順位 国名 2008年
1 Switzerland 0.15
2 Sweden 0.15
3 China Hong Kong SAR 0.17
4 Iceland 0.18
5 Norway 0.18
6 Japan 0.22
7 France 0.24
8 Mozambique 0.24
9 Uruguay 0.26
10 Denmark 0.27
11 Costa Rica 0.28
12 United Kingdom 0.28
13 Austria 0.3
14 Cameroon 0.32
15 Ireland 0.32
16 Zambia 0.32
17 Singapore 0.32
18 Congo Rep. 0.33
19 Panama 0.34
20 El Salvador 0.35
41 United States 0.47
122 China 2.5
999 世界計 0.72

 中国やインドは総排出量は多いが、1人当たりの排出量
はまだ少ない。

 途上国では非常にエネルギー非効率な生産が行われ
ている。

 中には、エネルギー価格支援をしている国もある。

経済成長と化石燃料の使用

世代間の衡平性
社会的割引率
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異時点間比較

 異なる時点で発生する費用や便益を比較するためには、時
点を統一して議論をする必要がある。

 将来発生する費用や便益を現在時点に直し、時点を統一す
ることが多い。
 金利が7%の時、今年100万円を銀行に預金すると1年後には107

万円になる。逆に見ると、来年の107万円が今年の100万円に相
当することになる。

 式： 100 = １０７ / (1 + 7/100) = 107 / (1.07)1
 金利が7%の時、今年100万円を銀行に預金すると2年後には

114.49 万円になる。逆に見ると、再来年の114.49万円が今年の
100万円に相当することになる。

 式： 100 = １14.49 / (1 + 7/100) 2= 107 / (1.07)2
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割引現在価値

 こうして、将来の価値を現在時点に直したものを割引現在価
値（Net Present Value）とよぶ。

 金利がr%の時、t年後のX万円の割引現在価値（NPV）は以下
の様になる。

1 100⁄

107
1 7 100⁄

100

114.49
1 7 100⁄

100

 世代

1（自分）, 2（子供）, 3（孫）, 4(ひ孫), ‐‐‐, ｔ（世代）, ‐ ‐ ‐

 各世代の消費量

, 	 , , , ⋯ , ,⋯
 世代間の消費をどう比較すれば良いのか。

 自分の消費とひ孫の消費をどうやって比較するのが適切
なのか？

世代間の消費の比較

 全員同じウエイトをつける場合
 W ⋯ ⋯

 「自分より子供」の「子供より孫」のウエイトを変える場合

 W ⋯ ⋯

 世代の効用をどの様に重みづけすれば良いか。

世代間の効用比較
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 = 社会的割引率

 現役世代の消費と将来世代の消費をどの様に重みづけるかを示
す値

 高い社会的割引率を利用するなら現役世代を重視し、低い社会
的割引率を利用するなら将来世代を重視することとなる。

社会的割引率

 Ramsey Formula


 = 社会的割引率

 = 時間選好率（今日の消費と明日の消費をどう評価するか）

 = 効用の限界弾力性（所得が100万円の時に得る1万円と所得
が1000万円になった時に得る1万円のありがたみの差は？）

 = 経済成長率（年率どれ位で経済成長するのかを示す値。
高い経済成長率なら、将来の世代は豊かになる。）

社会的割引率

 Ramsey Formula


 0のケース


 社会的割引率 = 時間選好率

 現役世代の消費と将来世代の消費にどの様にウエイト付けする
かは、今日消費するのと明日消費するのを、どの様に差別化す
るかということと同じになる。

社会的割引率 所得の限界効用の逓減

消費量

効用水準

• 赤の矢印は消費量が、1単
位増えた時に増加する効
用の大きさを示している。

• 図では、消費量が増加す
るにつれて赤い矢印の長
さは短くなっている。

• このことは、消費量が少な
い段階で消費量が増える
ことの有難みが、消費量が
多くなってから消費量が増
えることの有難みよりも大き
いことを示している。
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効用の限界弾力性
• 消費量が増加するにつれ

て、消費の有難みが低下
することを所得の限界効用
が逓減するという。

• 所得の限界効用がどの程
度逓減するかは、効用曲
線のカーブがどれ位きつい
かによる。

• カーブのきつさを 効用の
限界弾力性とよび で示
す。

• 効用の限界弾力性 が大
いと、所得の限界効用が
大きく逓減することを示す。

• 左の例では色の薄い曲線
の方が、濃い曲線よりもηが
大きく、所得の限界効用が
逓減する。
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 Ramsey Formula


 0,	 1のケース


 社会的割引率 = 経済成長率

社会的割引率

 英国政府が、2005年7月の主要国首脳会議を受け、ニコラス・スターン元世界銀行上級副
総裁（現在は英国政府気候変動・開発における経済担当政府特別顧問）に作成を依頼し
た、気候変動問題の経済影響に関する報告書。2006年10月に公表された。
報告書では、気候変動問題に早期に断固とした対応策をとることによるメリットは、対応しな

かった場合の経済的費用をはるかに上回ること、具体的には、対策を講じなかった場合のリスク
と費用の総額は、現在及び将来における世界の年間GDPの5％強に達し、より広範囲のリスクや
影響を考慮に入れれば、損失額は少なくともGDPの20％に達する可能性があること、これに対
し、気候変動の最大要因である温室効果ガスの排出量を削減するなど対策を講じた場合の費
用は、世界の年間GDPの1％程度で済む可能性あることが示された。
その対応として、今すぐに行動を起こして、現在の大気中の温暖化ガスの排出量レベルを2050

年までに少なくとも25％削減する必要があること、その場合二酸化炭素の濃度は500から
550ppmに抑えられる（現在は430ppm）こと、究極的には80％の削減が必要であることが報告され
ている。また、政策立案者は最も安くつく経済的削減手段を作成する必要があるとして、長期的
ゴールについての相互理解と対応策の枠組みに関する合意をもとに、国際規模で気候変動に
対応することを求めている。さらにその枠組みには、国内排出量取引、テクノロジー協力体制、
森林伐採を減らすための対応策、順応化、が含まれるべきであるとしている。

スターンレビュー（EICネットより）

 Ramsey Formula


 人々の日常生活（貯蓄・投資行動）や過去の経験から一般的に観
察される値
 2, 2, 2

⇒ 社会的割引率 はだいたい6％位のはず
 Stern Review

 0.1	, 1, 1.3
⇒ 社会的割引率 1.4を利用して分析

 低い社会的割引率を利用すれば、将来世代の便益を重視するこ
ととなり、速やかな温暖化対策をすべしということとなる。

どんな数値を当てはめれば良いの？
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京都議定書
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京都議定書の概要 １

 対象ガス

 二酸化炭素，メタン，などの温室効果ガス

 基準年

 1990年

 目標期間

 2008年から2012年

 削減目標

 先進国全体で５％
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京都議定書の概要 ２

 先進国（付属書Ｉ国）の温室効果ガス排出量について、
法的拘束力のある数値目標を各国ごとに設定。

 途上国（付属書Ｉ国以外）に対しては、数値目標などの
新たな義務は導入せず。 共通だが差異ある責任原則

 国際的に強調して、目標を達成するための仕組み（京
都メカニズム）を導入。 後程、解説

2016/9/27環境経済学１ 松本茂 32

国別の削減数値目標

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、
ＥＣ、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リト
アニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイ
ン、スウェーデン、スイス、英国・北アイルランド

-7% 米国
-6% 日本、カナダ、ハンガリー、ポーランド
-5% クロアチア
0% ニュージーランド、ロシア、ウクライナ
1% ノルウェー
8% オーストラリア
10% アイスランド

-8%
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京都議定書の発効要件

 以下の両方の条件を満たした後、90日後に発行

 55カ国以上の国が締結

 締結した付属書Ｉ国の合計の1990年の排出量が、全付
属書Ｉ国の合計の排出量の55％以上

2016/9/27環境経済学１ 松本茂 34

2004年11月5日の状況

排出量取引制度
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京都メカニズム

排出量取引
 先進国間で排出枠を移転する。
 先進国全体の総排出枠は変化しない。

共同実施（JI)
 先進国間で温室効果ガス削減事業を実施、その結果生
じた削減単位をホスト国から投資国に移転

 先進国全体の総排出量に影響を与えない。

クリーン開発メカニズム（CDM)
 先進国が途上国において実施された温室効果ガスの排
出削減事業から生じた削減分を獲得することを認める制
度。

 先進国全体の総排出量は増加する。
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京都メカニズムの概念図

出展： 環境省
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Business as Usual Scenario

排
出
量

年度

ベースライン：
環境対策が実効
されない場合

環境対策が実効
された場合

基準年 対象年

排出権
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クリーン開発メカニズム
（CDM)の認証

講義のために（社）海外環境
協力センターの資料を借用

CDMプロジェクトにより排出権を
獲得するためには、

①プロジェクト設計書（PDD)を策
定し、

②独立した第3者機関（指定運営
組織：DOE）の有効化審査を受
け、③国連CDM理事会へ登録申
請を行う

必要がある。

分野別取り組み

出展： UNEP
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ホスト国別の状況
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EU‐ETSの概要

 対象地域
 EU域内（加盟国27カ国が対象）
 ＋α（CDMとJIについても評価）

 導入時期
 2005年1月

 制度
 Cap & Trade方式

 対象機関
 発電所，石油精製，製鉄，セメント，大型ボイラーなどのエ
ネルギー多消費施設を対象とする。

 域内からの温室効果ガスの約半分を占める。
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排出権の割当

1. 各加盟国は、排出枠の国家配分計画（National 
Allocation Plan: NAP）を作成し、EU委員会の承認を
受ける。

 加盟国別の割当状況（別紙参照）

2. 各加盟国は、対象施設に排出枠（EU‐Allowance)を
交付する。

 現状では、対象施設にAllowanceがほぼ無償で供与さ
れている。
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排出権取引

 各施設は、各年終了後に排出量と同量の排出枠を政
府に提出しなければならない。

 そのため、他の施設からAllowanceを購入することがで
きる。

 CDMやJIのクレジットを利用することもできる。

 非順守時には、1トン当たり100Euroの罰金を支払わな
ければならない。
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EU‐ETSの評価

 評価

 取引量の推移（図参照）

 価格の推移（図参照）

 プログラムの導入は概ね
成功であったとの評価が
一般的

 2013年以降の第3フェーズ

では、国際競争力への配
慮が必要な産業を除き、
原則としてオークションに
より排出権を有償割当。

 連邦レベル

 排出量取引制度の導入に向けた法案が2009年6月に下
院本会議を通過した。

 目標： 2005年比で2020年までに20％削減、2050年まで
に83％削減を目指す。

 上院でも排出量取引制度の導入を提案する法案が提出
されているが、成立には至っていない。

 連邦レベルではどうなるか分からない。

米国の温暖化対策の状況

RGGI
http://www.rggi.org/

 米国北東部9州による発電所を対象した Cap&Trade排
出量取引制度

 2009年1月開始

 2018年までに2000年～2004年平均比で電力部門のか
らのCO2を10％削減することを目標

 排出権の大半は各州のオークションにより有償配布

 別添資料 RGGI PRICE DATA参照
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東京都「温室効果ガス排出総量削減
義務と排出量取引制度」

 対象： 燃料、熱及び電気等のエネルギー使用量が、原油換算で年
間1500キロリットル以上の事業所

 削減計画期間：５年間
 第一計画期間:2010～2014年度
 第二計画期間:2015～2019年度
 以後、５年度ごと

 削減義務（2002年度から2007年度までの間のいずれか連続する3か
年度）
 オフィスビル等（※1）と地域冷暖房施設：▲8％
 オフィスビル等（※1）のうち、地域冷暖房を多く利用している（※2）事業所：

▲６％
 産業部門に該当する工場等：▲６％

 ビデオ 制度概要について

2016/9/27環境経済学１ 松本茂 48
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排出量取引に利用できるその他のクレジット

 都内中小クレジット

 再エネクレジット

 グリーンエネルギー証書

 15,000円程度

 ＲＰＳ法エネルギー等電気相当量

 8,000円～26,000円

 都外クレジット

出典： 東京都環境局

出典： 東京都環境局


